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１）活動の評価について（目標・計画・活動を見直します。） 

定期的に活動や成果を振り返り、評価を行います。 

活動を評価するための大切な指標の一つが報告書になります。活動の振り返りの意味もあります。 

 

    《視点》 

● 活動の成果が得られているか。（目標は達成できたか。） 

● 目標は適当であったか。 

● スケジュール（計画）は適切であったか。 

 

   ・3半期（4月～7月、8月～11月、12月～3月）を目途に活動状況の振り返りを行います。 

最低でもその時期に合わせて、法人内で振り返り・評価を行ってください。 

・振り返りを行い、目標や計画の修正・改善を行い、さらに活動を継続します。 

・年度末には当年度の活動から得られた課題等をもとに翌年度の活動計画に反映させます。 

・法人内において、定期的に活動状況を報告することも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                  

④ 評価・改善 

  

○ チェックリストを用いて活動状況の進捗確認を行う。 

  

〇 コーディネーターの活動の振り返りを受託法人内において、定期的（月報を提出す

る際等）に行う。 

ポイント 
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４．様式 

報告書については、毎日記録を記載し、定期的に健康局に提出します。 

その際には、必ず受託法人の責任者にも確認していただき活動内容の経過等を共有してください。 

（１）契約締結後すぐに提出するもの（契約締結後１４日以内） 

・【様式１】業務従事者届（【様式１７】履歴書と共に資格要件を確認できる証明も必要） 

・【様式２】誓約書 

 （２）毎月提出するもの（月末業務が終了後速やかに） 

・【様式３】実績報告書（月報）※ 

・【様式４】実績報告書（日報）※ 

・【様式５】活動記録票（随時） 

・【様式６】相談シート 

・【様式７】会議等報告書 

・【様式８】研修等報告書 

（３）３か月以内に提出するもの 

・【様式９】年間計画表 

（４）4か月に1回提出するもの 

・【様式１０】実績報告書（三半期分） 

・【様式１１】収支報告書 

・【様式１２】支出内訳 

（５）各年度終了後に提出するもの（契約期間終了後速やかに） 

 ・【様式１３】業務完了通知 

・【様式１４】事業実施報告書 

・【様式１５】事業従事者研修実施報告書 

・【様式１１】収支報告書 

・【様式１２】支出内訳 

（６）その他（事実が発生した際、随時提出するもの） 

・【様式１６】業務従事者変更届（その都度） 

・【様式１７】履歴書 

・【様式１８】指示・承諾・協議書（事実が発生した際に使用） 

・【様式１９】再委託承諾申請書（事実が発生した際に使用） 

・【任意様式】成果物（現状把握の資料、リーフレットやビラ、区内の医療・介護関係のリス

ト、医療・介護の実態調査等） 

（７）検査終了後提出するもの 当該業務が完了した日の属する年度の

終了後５年間保存すること 

注意！ 

※（２）様式３：メールと郵送 

様式４：メール 

  以外は郵送または持参 

提出方法 

【提出先】 

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3－20 

大阪市健康局 健康推進部 健康施策課 

TEL  ： 06-6208-9940 

E-mail： fc0004@city.osaka.lg.jp 
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・【様式２０】請求書              

５．その他 

 

１）在宅医療・介護連携支援コーディネーター連絡会及び研修会について 

  ・毎月開催する『コーディネーター連絡会』に出席し、各区の医療・介護に関する現状把握や取組み内

容等の情報交換を行い、スキルアップを図ります。 

  ・連絡会における課題等について必要な資料の提出を行い、他区のコーディネーターと情報・意見の交

換をします。 

 

２）学会発表等本事業に関する外部への報告について 

  ・医療・介護に関する学会発表等を行う際には、事前に健康局に報告・相談します。 

   

３） 区役所との連携について 

・区役所が中心となって行う (ア)・(イ)・(カ)・(キ) についても、内容等の企画や運営についても区

役所の実務者と積極的に情報共有を行うなど連携を図ります。 

・コーディネーターは、地域の医療と介護の橋渡し役として、地域の在宅医療・介護連携における課題

について在宅医療・介護連携推進事業の区役所実務者と情報共有を行う。 
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参考資料 

 
【モデル区の情報共有シート】 

 

 

 

 

２ 転帰シート 
１ 
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３ 

４ 
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【行政の役割】 

 事業をすすめるにあたり、行政との連携は欠かせません。コーディネーターの各業務をすすめるために区役所

と一体的に課題の共有など医療・介護連携体制の構築をすすめていきましょう。 

「高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業報告書」より一部改変 

 

「相談支援事業」の全市展開に向けた、現時点における区役所・健康局の役割を以下に整理しています。 

Ⅰ：区役所の役割 

「相談支援室」の設置・運営については、平成 27年度の東成区でのモデル実施の結果を踏まえ、平成

28年 8月から 11区において、平成 29年度からは全区において実施する予定としている。区役所とし

ては、これまで培ってきた医療・介護関係機関との連携に係る取組についてのノウハウを生かし、「相

談支援室」の業務内容を十分に理解したうえで「相談支援室」の業務をバックアップすると共に連携を

強化し、各区の地域特性に応じた取り組みを推進する。 

〈区役所の相談支援室との連携の例〉 

（ア）：区役所が既に把握している在宅医療・介護の連携に関する地域の社会資源等の情報を整理し、

「相談支援室」と共有する。 

（イ）：区役所が開催する「在宅医療・介護連携推進事業」の協議の場に「相談支援室」のコーディネ

ーターに参加を促し、課題や解決方法等についての情報を共有する。 

（ウ）：「相談支援室」に対して、在宅医療・介護連携推進に必要な情報を提供し、各関係機関との関

係づくりを図るための支援をする。 

（エ）：医療・介護関係者の情報共有を図るための「情報共有シート」等の内容や活用方法等について、

会議等で双方の評価・改善を図っていく。 

（オ）：「相談支援室」の相談事業に協力するための区役所における窓口を整理するとともに、「相談

支援室」のコーディネーターだけでは対応しきれない支援が難しい事例への対応について区役

所も協力する。 

（カ）（キ）：互いの職種の役割を明確にし、「顔の見える関係」を築くために、各区が実施する多職

種の研修や地域住民への普及啓発に関する検討会に「相談支援室」も参加、協力できる

ようにする。 

Ⅱ：健康局の役割 

健康局は、「大阪府保健医療計画（地域医療構想）」や「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」

に基づき、各区における在宅医療・介護連携の取り組み状況を把握し、施策の進捗状況を確認し、目標達

成に向け、積極的に区役所を支援する。 

健康局においては、各区で出てきた広域的な課題等を集約したうえで、「大阪市在宅医療・介護連携推進

会議」を開催し、区間や他市との連携についての問題提起や制度設計などの検討を行う。 

また、各区間の情報の共有や職員・受託法人（コーディネーター）のスキルアップを図るための取り組

みを行う。 

【取組内容】 

・各区担当者を対象とした実務者研修会（年２回） ・大阪府及び府医師会実施の研修会への参加・協力  

・在宅医療・介護連携に関するホームページの作成  ・大阪市在宅医療・介護連携推進会議の開催 

 ・在宅医療・介護連携相談支援室の設置・在宅医療 ・介護連携相談支援コーディネーター研修会の開催 

 ・在宅医療・介護連携相談支援コーディネーター連絡会の開催（毎月）    

・在宅医療・介護連携支援コーディネーター手引き書の作成  ・関係部局との連絡調整 

・関係部局との連絡調整  ・国及び府や関係各所からの情報について、各区へ情報提供  等        
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住まい 

いつまでも元気に暮らすために… 

生活支援・介護予防 

・自宅 
・サービス付き高齢者向け住宅等 

地域包括ケアシステムの姿 

病気になったら… 

医 療 

介護が必要になったら… 

介 護 

通院・入院 通所・入所 ・急性期病院 
・亜急性期・回復期     

リハビリ病院 
・かかりつけ医 
・地域の連携病院 

・在宅系サービス 
・施設・居住系サービス 
・介護予防サービス 

・地域包括支援センター 
・ケアマネージャー 

相談業務やサービスのコーディネ

ートを行います。 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

【地域包括ケアシステムについて】 

わが国では、世界に例のないスピードで高齢化が進行しています。 

団塊の世代（約８００万人）が７５歳以上となる２０２５年（平成３７年）以降は、国民の医療や介護の需

要が、さらに増加することが見込まれており、２０２５年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の

目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、

医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される『地域包括ケアシステム』の構築を推進していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 地域包括ケアシステムの大きな柱でもあります医療と介護の一層の連携を推進するために、在宅医療・介護

連携推進事業は、平成２７年度から介護保険法の地域支援事業に位置づけられ、市区町村が中心となり、郡市

区医師会等と連携しつつ取り組むこととされました。各市区町村は、平成３０年４月までには次の（ア）～（ク）

の事業項目のすべてを実施することとされています。 

（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

（イ）在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討 

（ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（カ）医療・介護関係者の研修 

（キ）地域住民への普及啓発 

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

 大阪市では、これら（ア）～（ク）の事業項目のうち、（ア）（イ）（カ）（キ）の４項目については各区役所

を中心に進め、（ウ）（エ）（オ）の業務については、委託して事業を行うこととしています。今般、１１区にお

いて、「高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業」（以下、「相談支援事業」という）として、行政区

を単位に区医師会等の受託事業者に業務委託を行い、専任のコーディネーターを配置した相談窓口「在宅医療・

介護連携相談支援室」（以下、「相談支援室」という）を設置することとしました。相談支援室では、医療・介

在宅医療・介護連携推進事業 
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【財源構
成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険
料
22%

2号保険
料
28%

【財源構
成】

国 39.0%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険
料
22%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援
業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同
様

事業に移
行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

新しい地域支援事業の全体像
＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施

地域包括ケアシステムの構
築に向けた取り組み

護事業関係者からの相談を受け付け、連携調整や情報提供等の業務にあたるとともに、切れ目のない在宅医療

と介護の提供体制の構築や医療・介護関係者の情報共有の支援に向けた取り組みを進めていくこととしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                厚生労働省の資料より 
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在宅医療・介護推進事業の進め方イメージ 


